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関係省庁・団体・機関からの通知等（平成25年4月分）

行政・獣医事

通　知　件　名省庁・団体・機関 文書番号等

注：カッコ内は省庁・団体・機関からの通知の件名，文書番号等

※通知の内容は，日本獣医師会のホームページに掲載

農林水産省
消費・安全局長 ）飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省

令の一部を改正する省令の施行について（

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令
の一部改正について

）平成25年3月25日付け
24消安第6202号（

平成25年4月3日付け
25日獣発第9号

農林水産省
消費・安全局
畜水産安全管理課長 ）獣医師法第8条第2項に該当する獣医師の処分

について（

獣医師法第8条第2項に該当する獣医師の処分
について

）平成25年3月29日付け
24消安第5476号h1（

平成25年4月12日付け
25日獣発第11号

農林水産省
消費・安全局長 ）「薬事法関係事務に係る技術的な助言について」

の一部改正について（

「薬事法関係事務に係る技術的な助言について」
の一部改正について

）平成25年4月1日付け
24消安第5911号（

平成25年4月12日付け
25日獣発第17号

農林水産省
消費・安全局長

牛ヨーネ病防疫対策要領の全部改正について）（

牛ヨーネ病防疫対策要領の全部改正について

）平成25年4月1日付け
24消安第5999号（

平成25年4月12日付け
25日獣発第18号

農林水産省
消費・安全局
畜水産安全管理課
薬事審査管理班長 ）

薬事法第2条第5項から第7項までの規定によ
り農林水産大臣が指定する高度管理医療機器，
管理医療機器，一般医療機器の一部を改正する
件の制定について（ 
「再使用可能な樹脂製注射筒」が一般医療機器
に指定されたことについて

）平成25年2月6日付け
事　務　連　絡（

平成25年4月12日付け
事　務　連　絡

農林水産省
消費・安全局
動物衛生課
家畜防疫対策室長 ）家畜伝染病予防法第13条の2第1項の規定に

よる届出に係る留意事項の改正について（

家畜伝染病予防法第13条の2第1項の規定に
よる届出に係る留意事項の改正について

）平成25年4月1日付け
事　務　連　絡（

平成25年4月12日付け
事　務　連　絡

農林水産省
消費・安全局長 ）中国における鳥インフルエンザ（H7N9亜型）

の発生に係る防疫対策の強化について（

中国における鳥インフルエンザ（H7N9亜型）
の発生に係る防疫対策の強化について

）平成25年4月5日付け
25消安第162号（

平成25年4月17日付け
25日獣発第21号

農林水産省
消費・安全局
畜水産安全管理課長 ）平成25年度畜水産食品の残留有害物質モニタ

リング検査の実施について（

平成25年度畜水産食品の残留有害物質モニタ
リング検査の実施について

）平成25年4月15日付け
25消安第173号（

平成25年4月22日付け
25日獣発第26号


